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高石市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、平成２５年度の状況を公表します。
対象年度：平成２５年度・対象職員：一般職員、再任用職員、再任用短時間勤務職員

 Ⅰ　任免
 ※大阪府教育委員会からの指導主事を除きます。

 １．採用の状況
 （1）一般職員（平成26年4月1日採用職員）  （人）

○ 試験 事務職(上級) 土木職(上級) 計
男性 8 1 9
女性 2 1 3
計 10 2 12

 （2）再任用職員（平成26年4月1日任用職員）
○ 選考  （人）

再任用職員 再任用短時間勤務職員

男性 11 男性 44
女性 0 女性 4
計 11 計 48

 ２．退職の状況
 （1）一般職員（平成25年度中退職者）  （人）

事務職 技術職 看護職 教育職  その他 計
男性  14（10）  3（2）  0（0）  0（0）  0（0）  17（12）
女性  1（ 1）  1（0）  1（0）  2（0）  5（2）  10（ 3）
計  15（11）  4（2）  1（0）  2（0）  5（2）  27（15）

 （注）

 （2）再任用職員（平成25年度中退職者）

 フルタイム再任用職員  男性  1人  女性 0人  　計　 1人
再任用短時間勤務職員  男性  3人  女性 1人  　計　 4人

 Ⅱ　職員数

 １．部門別職員数の状況と主な増減理由

 平成25年  平成26年
6 5  -1

 (　 1 )  (　 1 )  (　0 )
80 78  -2

 (　11 )  (　 9 ) ( -2 )
18 18 0

 (　 4 )  (　 4 ) (  0 )
110 108  -2

 (　 6 )  (　 7 ) (  1 )
18 18 0

 (　 4 )  (　 3 ) ( -1 )
2 2 0

 (　 1 )  (　 1 ) (  0 )
2 2 0

 (　 0 )  (　 0 ) (  0 )
2 2 0

 (　 0 )  (　 0 ) (  0 )
43 43 0

 (　2 )  (　5 ) (  3 )
281 276  -5

 (　29 )  (　30 ) (  1 )
66 61  -5

 (　 9 )  (　13 ) (  4 )
14 15 1

 (　 4 )  (　 2 ) ( -2 )
7 6  -1

 (　 1 )  (　 1 ) (  0 )
16 15  -1

 (　2 )  (　2 ) (  0 )
37 36  -1

 (　7 )  (　5 ) ( -2 )
384 373 -11

 (　45 )  (　48 ) (  3 )

 （注） 1.　職員数は一般職に属する職員数です。
 2.　各部門の職員数は、総務省の定員管理調査の区分によるものです。
 3.　(　　)内は、再任用短時間勤務職員数であり、その上の職員数には含まれていません。

 （　）内は定年退職者数で、左記の職員数に含まれています。

 　　（各年4月1日現在）　（人）
一般職員数

対前年増減数  主な増減理由

一般行政
部門

議会  　事務合理化（▲１）

総務  　事務合理化（▲１）、退職者不補充（▲１）

税務

民生  　退職者不補充（▲２）

衛生

労働

農水

商工

土木

 小　計

特別行政
部門

教育  　事務合理化（▲２）、退職者不補充（▲３）

公営企業等会
計部門

水道  　業務増（１）

下水道  　事務合理化（▲１）

 その他  　退職者不補充（▲１）

 小　計

 合　　　計
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 Ⅲ　給与

 （１）普通会計決算
住民基本台帳人口 歳出額 実質収支 人件費 人件費比率

 （各年度末） A B B/A

 24年度  59,047人  22,663,513千円  322,292千円  3,887,873千円 17.1%

 25年度  58,576人  28,523,879千円  151,109千円  3,630,030千円 12.7%

 （注）   人件費には、特別職、議員等に支給される給料及び報酬並びに事業費支弁にかかる
 職員分を含みます。

 （２）水道事業会計決算

総費用  純損益又は実質収支 職員給与費
 総費用に占める
職員給与費比率

Ａ Ｂ  Ｂ/Ａ

 24年度  1,144,259千円  208,868千円  213,140千円 18.6%

 25年度  1,045,278千円  256,795千円  168,799千円 16.1%

 
 （１）一般会計予算

職員数  一人当たり給与費

A 給料 職員手当  期末・勤勉手当  計　　　B B/A

 25年度  347(41)人  1,381,140千円  323,894千円  542,332千円  2,247,366千円  5,792千円

 26年度  340(45)人  1,350,063千円  337,092千円  530,228千円  2,217,383千円  5,759千円

 （注）１．職員数(　 )内は再任用短時間勤務職員数で外書です。

 　　　２．職員手当には退職手当を含みません。

 　　　３．給与費は当初予算に計上された額で教育長、再任用短時間勤務職員の給与も含みます。

 （２）水道事業予算
職員数  一人当たり給与費

A 給料 職員手当  期末・勤勉手当  計　　　B B/A

 25年度  14(4)人  61,052千円  16,430千円  23,813千円  101,295千円  5,628千円

 26年度  14(3)人  61,308千円  18,084千円  25,391千円  104,783千円  6,164千円

 　（注）　１．職員数(　 )内は再任用短時間勤務職員数で外書です。

 　　　　　２．職員手当には退職手当を含みません。

 　　　　　３．給与費は当初予算に計上された額で再任用短時間勤務職員の給与も含みます。

 （３）給与の抑制
 　特別職

項目

市長  20％の減額

 副市長・教育長  15％の減額

 　一般職
項目

部長級  9％の減額

 次・課長級  8％の減額

課長代理級  7％の減額

係長級  5％の減額

主任級  4％の減額

主事級  3％、2％の減額

 １．人件費の状況

 区　分

 区　分

 ２．職員給与費の状況

 区　分
 給　　　与　　　費

 区　分
 給　　　与　　　費

内容 期間

給料  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで

内容 期間

給料  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで
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 ３．初任給（平成26年4月1日現在）

高校卒

 　（注）　（　　）は、減額措置を行う前の給料月額です。

 ４．平均給料月額等及び平均年齢（平成26年4月1日現在）

 区　分 一般行政職

平均給料月額  3,023百円

平均給与月額  3,924百円

平均年齢  43.0歳

 ５．ラスパイレス指数（平成26年4月1日現在）
 　　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

高石市 全国市平均

94.2 98.9 

　　
 ６．職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（平成26年4月1日現在）

 10年以上15年未満  15年以上20年未満  20年以上25年未満

大学卒  284,111円  312,805円  342,828円

高校卒 -  279,264円  318,676円

 ７．級別職員数（平成26年4月1日現在）

 職員数（人）  構成比（％）

 １級  主事・技師 36 16.2 

 ２級  主事・技師 27 12.1 

 ３級 主任 33 14.8 

 ４級  係長・主査 33 14.8 

 ５級  課長代理・主幹 46 20.6 

 ６級  次長・課長・参事 40 17.9 

 ７級  参与・部長・理事 8 3.6 

223 100.0 

 ８．　職員手当

 （１）期末手当・勤勉手当

   1,420千円

 (25年度支給割合）  (25年度支給割合）

 　　６月期　　1.225（0.65）月分　　0.675（0.325）月分　　1.90（0.975）月分 　　６月期　　　　1.225（0.65）月分　 　0.675（0.325）月分　   　1.90（0.975）月分

 　１２月期　　1.375（0.80）月分　　0.675（0.325）月分　　2.05（1.125）月分 　１２月期　　　　1.375（0.80）月分　　 0.675（0.325）月分　   　2.05（1.125）月分

 （加算措置の状況）  （加算措置の状況）

 職制上の段階、職務の級等による加算措置　　5％～20％　　　　 職制上の段階、職務の級等による加算措置　5％～20％　　　

 （注）　（　　　）内は、再任用短時間勤務職員に係る支給割合です。

 区　分
高石市 国

初任給 初任給

一般行政職
大学卒  175,224円（178,800円）

 総合職　181,200円

 一般職　174,200円

 146,804円（149,800円）  一般職　142,100円

 （給料及び扶養・地域・住居・通勤手当の合計）

 区　分
経験年数

一般行政職

 区　分  標準的な職務内容

一般行政職

計

高石市 国

 1人当たり平均支給年額（25年度）
－

 　　　　　　 期末手当　　　　勤勉手当　　　  　計  　　　　　　　　期末手当　　　　勤勉手当　　　　計

           計　　 2.60（1.45）月分　　  1.35（0.65）月分　　    3.95（2.1）月分  　　　　 計　　　　2.60（1.45）月分　 　   1.35（0.65）月分         　3.95（2.1）月分
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 （２）退職手当（平成26年4月1日現在）

国

 （支給率）  （支給率）

   勤続20年    勤続20年

   勤続25年    勤続25年

   勤続35年    勤続35年

  最高限度額   最高限度額

   その他の加算措置    その他の加算措置

            定年前早期退職特例措置  （2％～20％加算）                定年前早期退職特例措置  （3％～45％加算）

 （注）  退職手当の1人当たり平均支給額は、24年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

 （３）地域手当（平成26年4月１日現在）

 支給実績（25年度普通会計決算）  166,692千円

支 給職員1人当たり平均支給年額 （24年度普通会計決算）  452,967円

支給対象地域 全域

支給率 11%

支給対象職員数 全職員

 国の制度（支給率） 12%

 （４）特殊勤務手当（平成26年4月1日現在）

 手当の名称  主な支給対象職員  主な支給対象業務  左記職員に対する支給単価

滞納等実地徴収事
務手当

 市税・国民健康保険・介護保険担当職員

 市税・国民健康保
 険料・介護保険料
 の滞納等実地徴収
事務

 日額　　　　200円

清掃等作業手当  清掃等作業に従事した職員 清掃等作業  日額　　　　300円

防疫作業手当  防疫作業に従事した職員 防疫作業  日額　　　　300円

害虫等駆除作業手当 害虫等駆除作業に従事した職員 害虫等駆除作業  日額　　　　300円

 行路病人及び行路
 死亡人の収容護送
手当

生活保護担当職員
 行路病人又は行路
 死亡人の収容護送
事務

 （行路病人）　 日額　1,000円
 （行路死亡人） 日額　2,000円

死獣処理手当  死獣処理作業に従事した職員 死獣処理  １回　　　　300円

有害物取扱作業従
事手当

 毒物、劇物等を取り扱う作業に従事した職員
 毒物、劇物等を取
 り扱う作業  日額　　　　150円

非常災害現場従事
手当

 災害対策、救助等の現場作業に従事した職員
 災害対策、救助等
 の現場作業  日額　　　　300円

高石市

 　自己都合　　 勧　　奨　　 定　　年  　自己都合　　 勧　　奨　　 定　　年

    2１.62月分      27.025月分     27.025月分　　     2１.62月分      27.025月分     27.025月分　　

    30.82月分　    36.57月分　　   36.57月分　　     30.82月分　    36.57月分　　   36.57月分　　

    43.70月分      52.44月分　     52.44月分　　     43.70月分      52.44月分　     52.44月分　　

    52.44月分      52.44月分　　   52.44月分　　     52.44月分      52.44月分　　   52.44月分　　

                        　  (自己都合)     (勧奨・定年)

 １人当たり平均支給額   7,184千円  　24,852千円　　　　　　　　　　　　　

 支給実績（25年度普通会計決算）  93千円

 支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算）  11,625円

 職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 2.17%

 手当の種類（手当数）  8種類
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 （５）時間外勤務手当

 支給実績（24年度普通会計決算）  34,405千円
 支給職員1人当たり平均支給年額（24年度普通会計決算）  131,819円
 支給実績（25年度普通会計決算）  34,883千円
 支給職員1人当たり平均支給年額（25年度普通会計決算）  153,670円

 （６）管理職手当（平成26年4月1日現在）

職名  金額（月額） 支給対象人数 備考
参与  85,000円  0人
部長  73,000円  6人
理事  63,000円  3人
次長  58,000円  11人
課長  53,000円  24人
参事  42,000円  11人
課長代理  34,000円  45人
主幹  34,000円  21人

 （７）その他の手当（平成26年4月1日現在）

 区　　分  内　容

扶養手当

 （月額）
 　配偶者　　　　　　　　   13,000円
 　配偶者以外       　　 　  6,500円
 　1人（配偶者なし）　　　  11,000円
 　満16歳の年度始めから
 　満22歳年度末までの子　    5,000円加算

住居手当

 　○持家の職員
 　・支給無し
 　○月額12,000円を超える家賃を払っている職員
 　・月額27,000円を最高支給限度額とし、その
 　　範囲内で支給

通勤手当

 　○交通機関利用者
 　・1箇月当りの運賃相当額が55,000円
     以下については、運賃相当額
 　・６箇月通勤定期券の価額を基礎と
    する
 　○交通用具利用者
 　・距離に応じて支給
 　　最高支給限度額　26,400円（月額）

 ９．特別職の給料等（平成26年4月1日現在）

市長 696,000  円　（870,000円）
副市長 646,000  円　（760,000円）
議長 580,000 円
副議長 550,000 円
議員 520,000 円
市長
副市長
議長
副議長
議員
市長
副市長

 （注）１　給料の（　　）は、減額措置を行う前の給料月額です。
       ２　退職手当の算出は、減額措置を行う前の給料月額です。

 国の制度と異なる内容

同

同

 　○交通機関利用者

 　　　　　　　　　　　 　同

 　○交通用具利用者
 　・距離に応じて支給
 　　最高支給限度額　24,500円（月額）

区分 月額等

給料

報酬

期末手当

 　　　　　　　　（25年度支給割合）

 　 6月期　　　　1.90月分
 　12月期　　　　2.05月分
 　　計　　　　　3.95月分

退職手当
 給料月額×在職月数に次の割合を乗じて得た額
 市長　100分の50    副市長　100分の28
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 Ⅳ　勤務時間その他の勤務条件の状況

 １．勤務時間

 正規の勤務時間

 勤務時間の開始時刻

 勤務時間の終了時刻

休憩時間

 ２．年次有給休暇の使用状況　(対象期間：平成25年6月1日から平成26年5月31日まで）

総付与日数 対象職員数 消化率

 （a) (b)/(a)

市長部局等  10,955.8日  26.9％

教育委員会  2,231.5日  32.9％

 ３.特別休暇等の導入状況

有給 無給

 1.骨髄提供のための休暇 ○ ○ 必要期間 同左

 2.ボランティア休暇 ○ ○  5日以内  5日以内

 3.結婚 ○ ○  8日以内 同左

 4.育児時間 ○ ○
 1日につき午前
 午後のそれぞれ
 45分間

同左

 5.妻の出産 ○ ○  4日以内 同左

○ ○ 必要期間 同左

 7.子の看護のための休暇 ○ ○
 5日(子が2人
 以上の場合
 は10日)以内

同左

 8.父母の祭日（法要） ○ ○  1日 同左

 9.夏季休暇 ○ ○  8日 同左

○ ○ 必要期間 同左

○ ○

○ ○

 13.家族の祭日（法要） ○

 14.家族の看護 ○

 15.リフレッシュ・永年勤続休暇 ○ ○  5日以内 同左

 16.妊娠障害 ○ ○  7日以内 同左

 17.市制記念日 ○

 18.流産休暇 ○ ○  1週間以内 同左

 19.健康診査（人間ドック） ○ ○  1日以内 同左

 20.感染症遮断 ○ ○ 必要期間 同左

 21.災害遮断 ○ ○ 必要期間 同左

 22.住宅の滅失 ○ ○  7日以内 同左

 23.親族の喪に服するための休暇 ○ ○  7日以内 同左

 　　平成26年4月1日現在

 週　38時間45分

9:00

17:30

 12：00～12：45

総使用日数 平均使用日数

(b) (c) (b)/(c)

 2,944.8日  283人  10.4日

 734.9日  61人  12.0日

 （注）総付与日数は、平成25年6月1日現在において各職員に付与された日数（前年からの繰越分を
 含む。）を全対象職員にわたって合計したものです。

 制度あり（平成26年4月1日現在）
制度
なし

付与日数

備考特別休
暇

職務専
念義務
免除

 その他
 有給・無給の別

 平成26年度  平成25年度

 6.選挙権その他公民権の行使

 10.就業禁止（安衛法第68条によるもの）

 11.年末年始の休み
 12月29日・30日・31日
 1月2日・3日

 12.職員団体の事務従事（組合休暇）
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 ４．育児休業等の利用状況

 (１)市長部局等
 ア.  育児休業及び部分休業の取得者数

 （単位：人）

0 0
0 0
6 0
5 1
6 0
5 1

 （注）  「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」の欄の上段は、平成25年度に新たに育児休業
 （部分休業）を取得した職員数、下段は、育児休業（部分休業）の期間が平成 24 年度から
 平成25年度にかけて引き続いている職員数

 イ. 育 児休業及び部分休業の承認期間 （平成25年度に新たに育児休業等を取得した職員について）
 A　育児休業承認期間
 平成25年度  （単位：人）

 6月以下
 6月超え
 1年以下

 1年超え
 1年6月以下

 1年6月超え
 2年以下

 2年超え
 2年6月以下

 2年6月超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 1 5 0 0 0 0 6

計 1 5 0 0 0 0 6

 B　部分休業承認期間
 平成25年度  （単位：人）

 1年以下
 1年超え
 2年以下

 2年超え
 3年以下

 3年超え
 4年以下

 4年超え
 5年以下

 5年超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

 30分以下
 30分超え
 60分以下

 60分超え
 90分以下

 90分超え

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

 (2)教育委員会
 ア.  育児休業及び部分休業の取得者数

 （単位：人）

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

 （注）  「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」の欄の上段は、平成25年度に新たに育児休業
 （部分休業）を取得した職員数、下段は、育児休業（部分休業）の期間が平成24年度から
 平成25年度にかけて引き続いている職員数

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

男性職員

女性職員

計

育 児 休 業 承 認 期 間
合計

部 分 休 業 承 認 期 間
合計

 １日の部分休業取得時間（平均）
合計

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

男性職員

女性職員

計
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 イ. 育 児休業及び部分休業の承認期間 （平成25年度に新たに育児休業を取得した職員について）

 A　育児休業承認期間
 平成25年度  （単位：人）

 6月以下
 6月超え
 1年以下

 1年超え
 1年6月以下

 1年6月超え
 2年以下

 2年超え
 2年6月以下

 2年6月超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

 B　部分休業承認期間

 平成25年度  （単位：人）

 1年以下
 1年超え
 2年以下

 2年超え
 3年以下

 3年超え
 4年以下

 4年超え
 5年以下

 5年超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

 30分以下
 30分超え
 60分以下

 60分超え
 90分以下

 90分超え

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

育 児 休 業 承 認 期 間
合計

部 分 休 業 承 認 期 間

合計

 １日の部分休業取得時間（平均）

合計
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 ５．介護休暇の取得状況

 （人）

計 配偶者 父母 子
 配偶者の

父母
祖父母 兄弟姉妹 孫  その他

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計
全日型
中心

時間型
中心

 その他

男性職員 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0

計 0 0 0 0

計  1月以下
 1月を超
 え2月以

下

 2月超え
 3月以下

 3月超え
 4月以下

 4月超え
 5月以下

 5月超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

 （注）介護休暇取得者数は、平成25年度に新たに取得した職員数。

 （人）

計 配偶者 父母 子
 配偶者の

父母
祖父母 兄弟姉妹 孫  その他

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計
全日型
中心

時間型
中心

 その他

男性職員 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0

計 0 0 0 0

計  1月以下
 1月を超
 え2月以

下

 2月超え3
月以下

 3月超え4
月以下

 4月超え5
月以下

 5月超え

男性職員 0 0 0 0 0 0 0
女性職員 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0

 （1）市長部局等

介護休暇
取得者数

 要介護者数（職員との続柄別）

 休暇の取得形式

介護休暇承認期間

 （2）教育委員会

介護休暇
取得者数

 要介護者数（職員との続柄別）

 休暇の取得形式

介護休暇承認期間

-9-



 Ⅴ　職員の分限及び懲戒処分の状況  （平成25年度）

 １．分限

 地方公務員法第28条に基づく分限処分を次のとおり行いました。
 （件）

免職 休職 降任 降給 計

0 5 0 0 5

0 1 0 0 1

 ２．懲戒

 地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を次のとおり行いました。
 （件）

免職 停職 減給 戒告 計

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

 Ⅵ　服務

 職務に専念する義務の特例に関する条例第２条及び高石市職員服務規則第４条

 に基づく職務専念義務の免除並びに兼業禁止の除外を次のとおり行いました。

 １．職務専念義務の免除
 （件）

健康診査  その他 計

32 10 112

29 3 33

 ２．兼業許可等
 （件）

兼業許可 計

74 74

1 1

区分

市長部局等

教育委員会

区分

市長部局等

教育委員会

区分 他団体事務従事

市長部局等 70

教育委員会 1

区分 営利企業従事許可等

市長部局等 0

教育委員会 0
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 Ⅶ 職員の研修

 　地方公務員法第39条において、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与え

 られなければならない。」と規定されています。

 　研修は、行政を取り巻く社会経済状況の変化に即応できる人材を育成するために実施し、職員の資質の向上及

 び勤務能率の増進を図り、行政の民主的かつ能率的な運営に寄与することを目的としています。

 １．一般研修

 　各階層別に必要な知識や技能の習得を図ることを目的とする研修です。

 　一部の研修では、和泉市、泉大津市などの近隣自治体と連携して研修を実施しています。

 　平成25年度は下記のとおり実施しました。

 (１) 高石市単独で実施した一般研修

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

新規採用職員研修 新規採用職員
 　地方公務員としての自覚を深めるとともに、市職員として
 必要な基本的知識を習得します。

 ３.５日間  ９名

初級職員研修
 「法律」

 主事級の職員
 　法律の解釈、運用等のケーススタディを中心に政策法務の
 基本を習得します。

 １日間  ２２名

管理職員研修
 「人材育成型人事評価」

 課長級の職員
 　人事評価制度を試行するにあたり、運用する上で必要な知
 識を習得します。

 １.５日間  １４名

管理職員研修
 「部下指導」

 課長代理級の
職員

 　組織における部下指導、部下育成の重要性を理解するとと
 もに、部下との信頼関係を構築するスキルを習得します。

 ３時間  ２１名

管理職員研修
 「コンプライアンス」

 課長級の職員
 　行政対象暴力や不当要求行為の手口を知ることによって、
 その対応方法や未然の防止策を学びます。

 １時間  ３９名

再任用職員研修 再任用職員
 　再任用職員が職場で果たすべき役割、その心構えなどにつ
 いて、学びます。

 ２時間  １０名

 (２) 近隣自治体（和泉市・泉大津市などの自治体）と合同実施した一般研修

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

新規採用職員後期研修 新規採用職員
 　和泉市、泉大津市の新規採用職員とともに、接遇技術の習
 得を通じて市役所職員としての自覚を再喚起します。

 １日間  ８名

泉北三市研修協議会研修
 「自律型職員養成」

 主事級の職員
 　和泉市、泉大津市の職員とともに、自主的かつ積極的に
 様々な課題を解決するためのスキルを習得します。

 １日間  ７名

泉北三市研修協議会研修
 「法令の読み方」

 係長級以下の
職員

 　和泉市、泉大津市の職員とともに、実効性のある自治立法
 を目的とした職員に必要な政策法務能力の基本となる法令の
 読み方について学びます。

 １日間  ８名

泉北三市研修協議会研修
 「仕事力向上」

 係長級以下の
職員

 　和泉市、泉大津市及び泉州地域の自治体職員とともに、
 チームビルディング・段取力・報告力など仕事スキルの向上
 を図ります。

 １日間  ６名

泉北泉南合同研修
 「政策形成」

 係長級以下の
職員

 　泉大津市、岸和田市、泉南市の職員とともに、新たな行政
 課題に対応するために必要な政策形成の手法について学びま
 す。

 ２日間  １０名

泉北泉南合同研修
 「ファシリテーション」

 課長代理級の
職員

 　泉州地域の自治体職員とともに、チームにおけるリーダー
 の役割について学び、チームの課題を解決していくことがで
 きるリーダー（ファシリテータ）の育成を図ります。

 ２日間  ５名
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 ２．専門研修

 　初級・中級職員及び希望者を対象に特定分野の知識・技能を習得することを目的とする研修です。

 　平成25年度は下記のとおり実施しました。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

 業務マニュアル作成研修 希望者
 　担当者がかわっても機能する組織づくりを進める上で必要
 な業務マニュアルの作成方法を習得します。

 １.５日間  ２２名

接遇研修 再任用職員
 　市民サービスにおける窓口・電話応対時の接遇・マナーな
 どについて再確認し、市民満足度の向上を図ります。

 １.５日間  １９名

安全運転講習会 希望者
 　交通安全に対する心構えと正しい交通ルールを習得し、円
 滑な職務の遂行に資する知識を習得します。

 ２時間  １５名

救命講習会 希望者
 　市民の緊急時に備えるため、心臓マッサージやＡＥＤの使
 用方法等について、消防署救急隊員から指導頂きます。

 ３時間  ３２名

 メンタルヘルス研修
課長代理級
 の職員

 　メンタル疾患に関する基本的な知識を習得するとともに、
 必要な対処方法と具体的な支援のポイントなどを学びます。

 ３.５時間  ４５名

地方自治制度研修 希望者
 　地方自治法を中心とした地方自治制度についての理解を深
 めます。

 ４時間  ２７名

地方公務員制度研修 希望者
 　地方公務員法を中心とした地方公務員制度についての理解
 を深めます。

 ３時間  １５名

 ３．特別研修

 　市政をとりまく行政課題、その他特定分野における諸課題を取り上げ、職員の意識開発に資することを目的

 とする研修です。

 　平成25年度は下記のとおり実施しました。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

人権問題研修
 ①「わたしからはじまる
 －人権問題－」
 ②「職場におけるセク
シャルハラスメント・パ
ワーハラスメントについ
 て」

全職員

 　喫緊の人権問題について、人権推進課と連携して、職員の
 人権意識の高揚を図ります。平成２５年度は、「部落問題」
 と「セクシャルハラスメント・パワーハラスメント」の２
 テーマをとりあげました。

 ２時間
 （４回開

 催）
 ２４６名

 ４．派遣研修

 　他の研修機関等に派遣して、行政事務に必要な知識・技能を修得することを目的とする研修です。

 (１) おおさか市町村職員研修研究センター（マッセＯＳＡＫＡ）主催研修

 　大阪府内市町村の広域研修機関として、専門的な知識・技能の修得をはじめとした大阪府内市町村職員の

 資質向上を目指した研修を実施しています。大阪府内の他団体の職員との交流による情報交換や相互啓発の

 機会などのメリットがあります。

 　平成25年度にこの団体へ派遣した研修は下記のとおりです。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

シ ステム研修
 （ワード・エクセル・アクセス・パ
 ワーポイント）

希望者
 　業務に必要なWindowsの基本操作、ワード・エクセル・アク
 セス・パワーポイントの効率的な操作方法を習得します。

 ２日間  ７名

 法律研修（地方自治法） 希望者
 　地方自治法の具体的内容を理解し、業務の遂行に必要な知
 識の習得を図ります。

 ２日間  １名

都市計画関連法研修 希望者
 　都市計画関連法の基本的な内容について学習し、今後の業
 務に必要な視点を身につけます。

 ２日間  １名
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研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

 事例研究「人材育成推進
 講座　～人材育成ツール
 としての人事評価制度
～」

希望者
 　先進的な取り組みを行っている市の事例を紹介するととも
 に、人事評価制度に対する基本的な理解と、先進事例を参
 考に各市町村での人事評価制度の充実を図ります。

 ３時間  １名

 事例研究「滞納整理の現
 状と課題について」

希望者
 　先進的な取り組みを行っている市の事例を紹介するととも
 に、滞納整理の具体的な方策について学びます。

 ３.５時間  １名

公共政策研究公開講座
 「合併とまちづくり」

希望者
 　公共政策に関心を持つ大学院生とともに、行財政をテーマ
 に実践的能力の充実を図ります。

 １.５日間  １名

 研究会「クロスロード研
 究会」

希望者

 　災害時の対応で生じるジレンマを乗り越えて重大な判断を
 しなければならないことを理解し、学習するツールである
 「クロスロード」について、自治体職員が地域で実践できる
 シナリオを作成します。

 ７日間  １名

 (２) 部落解放大学講座派遣研修

 　部落解放・人権大学は、企業、行政、市民団体など、多様な参加者による異業種間交流や人権確立のために

 実践されている方々の現場を訪れることで、人権問題に対応する実力を養うことを目的としています。

 　平成25年度にこの団体へ派遣した研修は下記のとおりです。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

部落解放大学講座派遣研
修

希望者
 　人権を擁護する高石市として、効果的な人権擁護政策を打
 ち出すことのできる人材を育成します。

 ２６日間  １名

 (３) 財団法人全国市町村研修財団　市町村職員中央研修所(市町村アカデミー・千葉)

 　この研修所は、市町村職員を対象に宿泊を伴う集合研修を基本とし、専門性の高い最先端の知識・情報の

 提供及び全国レベルのネットワークの形成などの強みを活かしながら、市町村行政の変化に対応できる人材

 の育成を図るべく、市町村のニーズに対応した研修を実施しています。

 　平成25年度にこの団体へ派遣した研修は下記のとおりです。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

 市町村特別セミナー
 「地域経営塾」

希望者
 　地域活性化、芸術文化、外交、政治など各分野で活躍され
 ている講師による講演から、地域経営について学びます。

 ２日間  １名

法令実務 希望者
 　法令実務の基礎知識について学ぶとともに、条例、規則等
 の一部改正と比較的軽易な立案について、審査ができるよう
 な専門的知識の習得及び実務遂行能力の向上を図ります。

 ５日間  １名

 生活保護と自立支援 希望者
 　生活保護制度の現状と課題、ホームレス対策、ニート問題
 など、都市の地域福祉をめぐる諸問題に的確に対処すること
 ができる能力を養います。

 ５日間  ２名
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 (４) 財団法人全国市町村研修財団　全国市町村国際文化研修所　(国際文化アカデミー・滋賀)

 　この研修所は、分権型社会を担い、時代の変化にも柔軟に対応できる意欲と能力を兼ね備えた人材の育成を、

 他の研修機関とも連携をとりつつ専門的かつ科学的に行うことにより、全国の市町村の人材の育成を更に推進

 し、地域の振興と住民福祉向上に寄与する研修を実施しています。

 　平成25年度にこの団体へ派遣した研修は下記のとおりです。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

自治体公文書管理 希望者
 　「公文書等の管理に関する法律」の解説や文書管理に関す
 る先進事例の紹介、演習を通して、公文書を適切に管理する
 ためのポイントを学びます。

 ３日間  １名

 伝えたいことが伝わる自治
 体広報術～ソーシャルメ
 ディアの活用も視野に～

希望者
 　広報手段の選定やより効果的な広報手法について、戦略的
 に考える力を習得します。

 ３日間  １名

 これからのまちづくりと地
 域の交通～公共交通を中心
 に～

希望者
 　公共交通政策について考える力を養い、公共交通の課題等
 について整理する能力、地域にふさわしい公共交通やまちづ
 くりの具体的な問題解決能力を身につけます。

 ３日間  １名

 (５) その他の派遣研修

 　上記の研修機関では実施していない個別・具体的な専門知識を習得することを目的としています。

 　平成25年度にこの団体へ派遣した研修は下記のとおりです。

研修名 対象者 研修内容 期間 受講者数

市町村技術職員研修会
 道路・街路・まちづくり研
修

希望者
 　建設行政に関わる市町村の職員がその実務を進めていく上
 で必要となる基本的な知識を習得します。

 ４時間  １名

市町村技術職員研修会
 地盤調査の基礎知識と支持
力計算演習

希望者
 　地盤調査の基礎知識、土質定数の考え方と支持力計算への
 影響等について学びます。

 １日間  １名

市町村技術職員研修会
 品質セミナー“エラー防止
のために”

希望者
 　エラーの事例紹介を通して、専門技術的観点からのエラー
 の技術的分析と改善策について学びます。

 １日間  １名

市町村技術職員研修会
 舗装の設計・施工・補修

希望者
 　アスファルト舗装の構造設計や舗装の施工及び施工管理、
 舗装の維持補修と工法選定について学びます。

 ３.５時間  ２名

大阪府都市整備部研修会
 大阪の地盤に関する最近の
 研究について

希望者
 　ＧＲＩ活動状況の概要や大阪地盤の地質特性などについて
 学びます。

 ２.５時間  １名

職域担当看護職研究会 希望者
 　講義、情報交換等を通して、地方公共団体における職員の
 健康づくり及び健康管理に関する施策の充実を図ります。

 １日間  １名

 全国市長会　人事管理研修
会

希望者
 　人事・労務及び給与管理をはじめとする地方公務員制度上
 の諸課題並びに人事院給与勧告等についての理解を深めま
 す。

 １日間  １名

地方自治制度勉強会 希望者  　地方自治制度についての実践的な知識や理解を深めます。  ３時間  ２名

行政対象暴力研究会 希望者
 　行政に対する不当要求の実態について討議し、意見交換を
 行います。

 １.５時間  １名

防火管理講習 希望者
 　防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管
 理、防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画
 などについての知識を習得します。

 ２日間  ４名

大阪府介護支援専門員更新
研修

希望者
 　介護支援専門員・ケアマネジメントに関する課題などにつ
 いて理解を深め、居宅介護支援事例研究を通して、課題の分
 析方法などを学びます。

 ４日間  １名

近畿地区保健師研修会 希望者
 　自治体保健師等の新たな保健活動の方向と課題について学
 びます。

 ２日間  １名
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 Ⅷ　勤務成績の評定

 　　平成25年度は、勤務成績の定期評定は行っておりません。

 Ⅸ　公平委員会業務の状況

 　　⑴　勤務条件に関する措置の要求の状況　　　　　該当なし

 　　⑵　不利益処分に関する不服申立ての状況　　　　該当なし

 Ⅹ　福祉及び利益の保護

 １．職員の健康管理事業等

 　職員が能力を発揮し、職務を迅速かつ的確に遂行するためには、日頃の健康管理や快適な職場環

 境の確保が重要となります。

 　本市においては、「高石市職員安全衛生委員会規則」や「職員健康診断規則」に基づき、職場に

 おける労働者の安全と健康を確保するために、安全衛生管理体制の整備、各種健康診断等の実施や

 快適な職場環境づくりを進め、職員の心身両面にわたる健康保持・増進を図っております。

 　平成25年度に実施した事業は以下のとおりです。

 (１)　各種健康診断の実施

 　労働安全衛生法に基づく定期健康診断の他、生活習慣病や職業病等を予防し、疾病を早期発見す

 るとともに、その結果を事後の健康増進のために活用することを目的として、下記の各種健康診断

 を実施しました。

平成25年度

 健　康　診　断　名  検　査　項　目 実施日数 受診者数

定期健康診断  尿、血液検査、視力、聴力、血圧測定等  537人

 　　〃　　　胸部Ｘ線検査  胸部Ｘ線直接撮影  529人

 　　〃　　　喀痰検査 喀痰細胞診  3人

 　　〃　　　血糖検査　  ＨｂＡ１ｃ  535人

 　　〃　　　眼底検査　　* 眼底撮影検査  152人

 大腸検診（定期健康診断時） 便潜血検査  69人

 胃がん検診  問診及び胃部Ｘ線間接撮影  3日  69人

 乳がん検診 マンモグラフィ  5日  154人

 子宮がん検診  内診および子宮頸部細胞診  4日  126人

 頸肩腕・腰痛検診
 視触診、神経・運動機能検診、体力測定、骨
密度測定

 1日  14人

 3日
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 (２)　人間ドックの実施　【費用負担の実施主体：大阪府市町村職員共済組合等】

 　　・受診者数　　　　76人

 (３)　定期健康診断後の保健指導等

 　　要観察、要精検、要医療者のうちで産業医等の指導が必要と認めた者

 　　・受診者数　　　　222人

 (４)　メンタルヘルス対策

 　こころの健康づくりへの理解を深めてもらうため、うつ病に関する基本的な考えを

 知るとともに管理監督職として必要な対処方法と具体的な支援のポイントを学ぶこと

 を目的として研修を実施しました。

 　　・受講者数　　　　 40人

 (５)　頸肩腕・腰痛予防講習会

 　　頸肩腕・腰痛検診結果報告を受け、理学療法士による運動指導を実施しました。

 　　・受講者数　　　　 13人
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 ２．職員厚生

 　　地方公務員法第42条に基づき、職員の福利厚生のため、高石市職員厚生会に加入しています。

 　　高石市職員厚生会

 　　　　会員数（平成26年4月1日現在）　　　477人

 　　　　主な事業

 　　　　　　・スポーツ観戦事業（プロ野球、Ｊリーグ）

 　　　　　　・各クラブ大会助成事業（共催事業経費一部助成）

 　　　　　　・慰安事業（カフェテリアプラン、宿泊施設利用補助等）

 　　　　　　・会報発行事業

 　　　　　　・厚生資金貸付事業

 　　　　　　・各種チケット斡旋販売事業（映画入場券割引斡旋販売等）

 　　　　　　・カタログ斡旋販売事業（地方名産物等のカタログ斡旋販売）

 　　　　　　・食堂売店運営事業

 　　　　　　・生命保険等団体取扱い事業　　など

 　　　（注）高石市から職員厚生会の事業に対する補助金は支出していません。

-17-



 Ⅺ　職員の競争試験及び選考の状況

 平成26年4月1日付採用予定で、採用試験及び選考を行いました。

 １．競争試験

 （１）　概要

 　　ア．　平成25年9月実施分

職種 採用予定人数

 事務職（上級）  7名程度

 事務職（初級）  1名程度

技術職
 （上級・土木）

 1名程度

 第１次試験 日時

場所  高石市役所　別館

 事務職（上級）

 事務職（初級）

技術職
 （上級・土木）

 第２次試験 日時

場所  高石市役所　別館

 事務職（上級）

 事務職（初級）

技術職
 （上級・土木）

 第３次試験 日時

場所  高石市役所　別館

 事務職（上級）

 事務職（初級）

受験資格

 昭和60年4月2日から平成4年4月1日までに生まれ、大学卒業程度の学
 力を有する人

 平成4年4月2日から平成8年4月1日までに生まれ、高校卒業程度の学
 力を有する人

 昭和58年4月2日から平成4年4月1日までに生まれ、大学卒業程度の学
 力を有する人で、大学卒業程度の土木に関する知識を有する人

 平成25年9月22日（日）午前10時～

 一般教養試験（2時間30分）・小論文（1時間）

 一般教養試験（2時間）・小論文（1時間）

 一般教養試験（2時間30分）・専門試験（2時間）・小論文（1時間）

 平成25年10月26日（土）午前9時～

 集団討議面接・適性検査

 集団討議面接・適性検査

 面接試験（個別)・適性検査

 平成25年11月16日（土）午前9時～

 面接試験（個別）

 面接試験（個別）
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 　　イ．平成26年1月実施分

職種 採用予定人数

技術職
 （上級・土木）

 1名程度

 第１次試験 日時

場所  高石市役所　別館

技術職
 （上級・土木）

 第２次試験 日時

場所  高石市役所　別館

技術職
 （上級・土木）

受験資格

 昭和58年4月2日から平成4年4月1日までに生まれ、大学卒業程度
 の学力を有する人で、大学卒業程度の土木に関する知識を有する
人

 平成26年1月25日（土）午前10時～

 　一般教養試験（2時間）・専門試験（2時間）

 平成26年2月15日（土）午前10時～

 　面接試験（個別①）・面接試験（個別②）
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 （２）　受験者数等

 　　ア．　平成25年9月実施分

 第１次試験  （人）

男性 女性 計 男性 女性 計

 事務職（上級） 60 20 80 33 6 39

 事務職（初級） 10 2 12 6 0 6

 技術職（上級土木）　 1 0 1 1 0 1

 第２次試験  （人）

男性 女性 計 男性 女性 計

 事務職（上級） 33 5 38 17 3 20

 事務職（初級） 5 0 5 3 0 3

 技術職（上級土木）　 1 0 1 0 0 0

 第３次試験  （人）

男性 女性 計 男性 女性 計

 事務職（上級） 17 3 20 8 2 10

 事務職（初級） 3 0 3 1 0 1

 　　イ．　平成26年1月実施分

 第１次試験  （人）

男性 女性 計 男性 女性 計

 技術職（上級土木）　 7 1 8 3 1 4

 第２次試験  （人）

男性 女性 計 男性 女性 計

 技術職（上級土木）　 3 1 4 1 1 2

 ２．選考

 定年退職者等を対象に再任用職員・再任用短時間勤務職員を選考しました。
 ・対象者数  27人
 ・選考方法  勤務実績・小論文

職種
受験者数 合格者数

職種
受験者数 合格者数

職種
受験者数 合格者数

職種
受験者数 合格者数

職種
受験者数 合格者数
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高石市 総務部 人事課

〒592－8585
大阪府高石市加茂 4丁目 1番 1号
電話 072－265－1001 内線 2221
FAX 072－263－6116


